
 
 

 

坂戸市奨学金返還支援補助金交付申請書 
 

年  月  日 
 

坂戸市長 あて 

 

申請者 住  所 坂戸市千代田１－１－１ 

                   氏  名 坂戸 太郎 

                   電話番号 〇〇〇―〇〇〇〇 

       メールアドレス 〇○○〇＠○○〇〇 

                   生年月日 〇〇年〇月〇日（満〇〇歳） 

 

補助金の交付を受けたいので、坂戸市奨学金返還支援補助金交付要綱第７条第１項

の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 

 

記 

申 請 区 分 ☑初回  □２回目以降 

奨 学 金 の 名 称 

☑日本学生支援機構 第一種奨学金 

□日本学生支援機構 第二種奨学金 

□地方公共団体奨学金              

（名称               ） 

奨 学 金 借 入 残 高            〇〇〇〇〇〇〇 円 

勤務先の名称及び所在地 

※ 自営業等の場合は、その名称等  

名称 坂戸株式会社 

☑市内  □市外 

所在地 坂戸市〇〇〇 

就 職 年 月 日      〇〇年 〇〇月 〇〇日 

令和７年度奨学金等返還金額 
（ 令和７年 ４月～ 令和８年 ３月分） 

            ２００，０００円 

交 付 申 請 額 

※ 前年度返還額の１／２ 

１，０００円未満切捨て 

            １００，０００円 

他 制 度 の 併 用 有 無 □有    ☑無 

同意書及び確認書 

（レ印を付けてください。） 

☑本補助金の第１回目の申請の日から５年以上定住します。 

☑申請時点において、支援対象となる奨学金の返還を延滞していません。 

☑暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員又は坂戸市暴力団排除条例（平成２４年坂戸市

条例第２９号）第３条第２項に規定する暴力団関係者ではありません。 

☑居住状況の確認に当たり、居住関係に係る住民基本台帳の情報について、この

補助金の担当課の職員が確認することに同意します。 

☑この補助金の交付の決定に当たり、納税担当課で保有する市税の収納状況に係

る情報について、この補助金の担当課の職員が確認することに同意します。 

様式第１号（第７条関係） 

初回申請時の４/１現在において、 

満３０歳未満であること 

奨学金返還証明書に

記載の残額を記入 

市内で勤務 最大１０万円 

市外で勤務 最大 ８万円 

前年度の返還内容を記入 

必須 

該当するものに☑ 

※公務員は対象外です 

 申請期間は毎年度 9 月末日です 

記入例 



 

添付書類 

１ 大学等を卒業したことを証する書類の写し（初回申請時に限る） 

※卒業証明書もしくは卒業証書の写し 

２ 独立行政法人日本学生支援機構又は他の地方公共団体が貸与した奨学金であ 

ることを証する書類（初回申請時に限る）※奨学金貸与証明書 

３ 申請年度の前年度に返還した奨学金の額が分かる書類 

※奨学金返還額証明書（対象期間を前年度の返還期間として提出） 

４ 返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類 

 ※奨学金返還証明書 

５ 正規雇用労働者の場合にあっては、在職証明書（様式第２号） 

 ※加入健康保険の名称欄には、保険証の保険者名称を記載してください。 

 (例：全国健康保険組合 ○○支部等) 

パート・アルバイトについては、雇用通知書等において期間の終了日が記載され

ていないケースもありますが、一般的には「期間の定めがある」契約であるケー

スが大部分となります。不明な点はお勤め先の人事労務担当者や、川越労働基準

監督署などにご確認くださるようお願いします。 

６ 自営業の場合にあっては、自らの業を営むことを証する書類 

 ※営業許可証、個人事業の開業届など 

７ 住民票の写し（表面で職員が確認することに同意している場合は不要） 

８ 納税証明書（表面で職員が確認することに同意している場合は不要） 

９ この要綱による補助金と同種の他の補助金等の交付を受けている場合にあっ 

ては、補助金等の額が確認できるもの（他の制度と併用の場合に限る。） 

１０ その他市長が必要と認める書類 

 

※添付書類 ２～４は、日本学生支援機構のスカラネット・パーソナルで取得でき

ます。 

（地方公共団体の奨学金の場合は、該当の地方公共団体へお問い合わせください。） 


